
平成24年度第２回春日井市障がい者施策推進協議会議事録 

 

１ 開催日時 平成25年３月18日（月） 午前10時から午前11時55分まで 

 

２ 開催場所 春日井市役所南館４階 第２委員会室 

 

３ 議題 

⑴ 障がい者総合福祉計画の進捗状況について 

⑵ 地域自立支援協議会について 

⑶ その他 

 

４ 配付資料 

資料１ 障がい者総合福祉計画具体的施策（平成24年度新規事業）・障がい福祉

サービス等の概要及び実施状況 

資料２ 障がい者の就労移行の状況 

資料３ 第３次障がい者総合福祉計画策定のために必要な調査 

資料４ 地域自立支援協議会資料 

 

 

５ 議事内容 

・ 議事に先立ち、事務局挨拶を行った。 

＜議題１ 障がい者総合福祉計画の進捗状況について＞ 

【木全会長】 本日は本当にお忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。 

政権交代後、障がい者施策がストップしている状況がある中で、税と社会保障の一

体改革のうち、生活保護基準について先行して議論が進んでいるようです。障がい者

の方の中には生活保護受給者も多くいることや、生活保護の基準が非課税世帯の限度

額や最低賃金と連動していることから、様々な影響が現れる恐れがあります。今後ど

のように議論が進むのか、研究者として心配しています。 

また、障害者施策については、国の委員会がストップしており、障がい者権利条約

の批准作業が遅れている状態にあります。差別禁止法についても報告がとりまとめら



れましたが、今後の動向は不透明です。もう１つ、９月に新たな障がい者基本計画に

関するまとめができました。今後、我々もその内容を理解し、春日井市の計画の進捗

管理、策定する必要があります。 

ところで、西澤委員から意見メモが提出されています。自立支援協議会と施策推進

協議会の役割分担がどうなったかということですが、協議をさせていただきましたの

で、お話させていただきます。大きく言えば、当事者や家族の生活と密着した部分で

議論をしていただくのが自立支援協議会で、施策を中心に議論するのが施策推進協議

会だということになるのですが、春日井市では障がい者総合福祉計画として、障がい

者計画と障がい福祉計画を一体として、この施策推進協議会で取り扱っている経緯も

あることから、自立支援協議会と連携を密にしながら進めていく必要があると思いま

す。 

それでは、議題１ 障がい者総合福祉計画の進捗状況について、事務局から説明を

してください。 

【事務局】  資料１に基づき説明 

【木全会長】 内容等について意見や質問はありますか。 

【西澤委員】 前回、通院医療費の助成について、精神障がい者も身体障がい者や知的障

害者と同様に取扱い、格差をなくしてほしいと提言しましたが、10月から２分の１の

助成が始まり助かっております。関連して、むつみ会でも春日井から選出されている

県会議員４人に陳情したところですが、市としても独自の医療費の助成を考えていた

だきたいところです。 

また、精神障がいについての福祉教育を学校で実施していただくことについても、

現在、教育委員会に面談をお願いしているところです。 

【木全会長】 障がい者の医療費は県でも大きな問題になっています。他の市町でも議論

があるようです。医療費については、後ほど「３その他」で議論しましょう。 

【河野委員】 資料１の放課後等児童デイサービスの実績についてですが、１ページにあ

る実績は217人、５ページにある実績は284人となっていますが、どうしてことなるの

でしょうか。また、保育所等訪問支援ですが、実績が０か所となっています。実施し

ている事業所が０だという理解をしていますが、この０をどのように評価しているの

かを教えていただきたいです。この事業の代わりになるような別の事業が何かあるで

しょうか。 



【事務局】  １ページの実績（217人）は、実人数を表しており、６ページの実績（284

人）は、利用実績を表しているため、複数の事業所を利用した場合、その数が計上さ

れます。 

保育所等訪問支援事業については、市内で事業所の申請は、今のところありません。

また、類似した事業として、あっとわんが実施しているところです。 

【木全会長】 利用したい人は、これまで申請や相談はありましたか。 

【事務局】 今のところありません。市内に事業所がありませんので、利用の申請があっ

た場合は、近隣の市町の事業所を御案内することになります。ただ、近隣市町におい

ても、事業所が少ないのが現状です。 

【河野委員】 保育所等訪問支援は、制度自体がよくわからない、使いづらいものである

と思います。また、制度を知らずに過ごしてしまう可能性もあります。実際に困って

いる人がどれくらいいるか、類似の制度をどれくらいの方が利用しているのかを把握

しなければ、水面下に隠れた問題点が見えてこないと思います。困っている方もいる

と思うので、啓発に力を入れてもよいのではないでしょうか。 

【森長委員】 保育所等訪問支援については、現在、愛知県内で日進市、豊橋市に事業所

があります。来年度については、多くの市町で事業所の申請が提出されるようで、私

も注目しています。類似事業として、愛知県が実施している障がい児等療育支援事業

や春日井市が独自に行っている保育園巡回などがあると思います。今後も、１つにま

とめるのではなく、重層的な支援が行われることを願っています。春日井市はこうし

た支援をよくやっている方だと思いますが、宣伝の仕方が下手なのかもしれません。 

【木全会長】 実態については、自立支援協議会で調査していただいて、親御さんに使い

勝手がいい制度を検討していただければよいのかなと思います。 

【石黒委員】 保育園年齢の障がいのある子や気になる子の支援は、現在、どのようにさ

れているのでしょうか。重層的とはどういうことなのでしょうか。 

【森長委員】 県では、障がい児等療育支援事業を実施しています。春日井市では１歳半

健診後に保健師が気になる子について、指導し、保育園でも関わっています。 

【木全会長】 保育園での実態について、次回の会議に資料を出してください。 

【田代委員】 重層的というのは、県や広域で実施しているもの、市が単独で実施してい

るものをとらえての表現だと思います。障がいのある子について、どのような支援が

あるのか、図で示すとわかりやすいと思います。 



保育所等訪問支援は、教育部会でも話題になりました。親御さんの理解もないし、

学校の先生の中にも知らない方がみえます。まだ制度が浸透しているとは言えないの

で、どうやって利用してもらえばよいのか話し合っていく必要があると思います。  

【事務局】 春日井市では、障がい福祉課、保育課、子ども政策課の３課が連携していく

必要があります。健診については、１歳半と３歳の健診時にフォローをし、必要に応

じて障がい児通所支援の受給者証を発行しているところです。お子様の年齢が小さい

ということや、親御さんが障がいを受け入れることができないなど難しい部分もあり

ますが、早期発見・早期療育に繋がるようにできればと考えております。 

また、児童発達支援センターについては、100,000人に対し１か所の割合で設置され

るのが理想とされておりますが。現在、みなしの事業所が１か所となっております。 

【木全会長】 児童発達支援センターをどのように作っていくのかが、今後、課題になっ

ていくということですね。 

【小川委員】 就労関係についてお話させていただきます。トライアル雇用についてです

が、この制度は、ハローワークを通じて実施することとなっており、相当数の方が利

用されて、就職に繋がっています。今年度は、制度の改正が行われ、使いづらくなっ

たこともあり、前年に比べ５分の１程度の実績となっています。 

また、来年度どうなるのかについてもお話したいところですが、不透明な部分が多

く、現時点ではわからない状態となっています。現在、ハローワークの喫緊の課題は、

生活保護の方の就職の問題です。この点が大きく変わる可能性があると思っています。 

【木全会長】 10人の就職は、例年と比較すると非常に多いと思いますが、目標と比較す

るとどれくらいなのでしょうか。  

【事務局】 28人となっています。平成22年度の実績が３人ですので格段に多くなってい

ます。 

【木全会長】 次回の資料は、前年比がわかるようにしていただくと、評価しやすいので、

ぜひ、お願いします。 

また、障がい福祉サービスの実績ですが、利用率が低いのは、支給決定を大盤振る

舞いして多目に支給しているのか、そもそも事業所が足りないのか分析し、次回に報

告してください。 

＜議題２ 地域自立支援協議会について＞ 

【木全会長】 それでは、議題２ 地域自立支援協議会について、田代委員から説明をし



てください。 

【田代委員】 地域自立支援協議会は、今年度で第２期の任期が終わり、来年度は第３期

が始まるというタイミングなので、これまでの振り返りを行い、今まで何がやりにく

くて、これからどのように改善をしていくかを運営会議を通じて、事務局と検討をし

ていくということとなっています。 

（以下、資料４に基づき説明） 

【石黒委員】 介護保険制度では、ケアマネージャーがケアプランを作成し、サービスの

支給申請を行っていますが、障がい福祉サービスの場合は、ケアプランの作成は自主

的に行うものなのでしょうか。厚生労働省の通知では、新規の利用者は、優先的にサ

ービス利用計画を作成すべきとされていると思います。また、ケアマネージャーが関

与することにより、利用者の方がよくわからない制度であっても、必要性を判断し、

利用者に提供することが可能になるでしょうし、支給量の適正化を図ることも可能で

あると思います。 

【事務局】 平成24年度から計画相談支援が実施されていますが、事業所が３か所と少な

いことから、計画相談をサービス利用の必須にすると、事業所がパンクしてしまうの

で、今のところは任意で、利用者が希望された場合のみ、サービス利用計画を作成し

ている状況です。厚生労働省の通知では、新規利用、施設入所、これまでの対象者の

方は最優先とすることとなっています。計画相談支援を実施する事業所が増えれば解

決する問題ではなく、あわせて事業所の質を確保していく必要もあるので、質と量の

バランスが課題となっています。 

【石黒委員】 よろしくお願いします。 

【鈴木委員】 住まいに関する研究会の報告についてですが、ＵＲ都市機構との協力とあ

りますが、具体的にどのような協力があったのでしょうか。 

【田代委員】 ＵＲ都市機構との協力については、ＵＲが地域生活を体験する場所を提供

し、成功すれば、障がい者がそのままその住居に住むという事業を企画したのですが、

事業として継続することは難しいということで、中止となりました。 

来年度は、住まいに関する研究会は部会となる予定ですので、メンバーの中に不動

産を貸す側の事業者に入っていただくよう考えています。 

【鈴木委員】 当事者はメンバーになりますか。部屋については、バリアフリーになるの

ですよね。 



【田代委員】 当事者も入っていただくよう考えています。ハード面もソフト面も一緒に

考えていければよいかと考えています。 

【石黒委員】 最近、介護ではシェアハウスという考え方があるのですが、障がい者の場

合、こういったシェアハウスでヘルパーのサービスを利用することは可能ですか。 

【事務局】 そこが住居として、実際に住まれているところであれば可能であると考えま

す。 

【木全会長】 名古屋市では建物の建て方や部屋の個室度など一定の基準を満たしていれ

ば、支給決定をしています。ケースバイケースでの判断でしょうね。 

【事務局】 同居家族への支援と同じように考えれば、サービス利用者の支援だと考えれ

ば支給決定はできると考えています。 

【石黒委員】 高蔵寺ニュータウンの空き家にそういったシェアハウスを造るのはいかが

ですか。 

【田代委員】 シェアハウスについては、ＵＲとの事業企画書に記載しました。団地にス

テーションを作ってボランティアや地域の方が支援者として集うようなスタイルを提

案させていただいたのですが、これからも、継続していきたいと思っています。これ

まで、入所かグループホームかしかなかった将来の生活の描き方に、色々な選択肢を

増やして提案をしていきたいと思います。 

【石黒委員】 日中活動部会の報告の中に「障がいの重い方の通う場が足りない」とあり

ますが、一方で、市では居場所づくり事業を実施しています。居場所づくり事業を増

やしていけば、「通う場」は増えるのでしょうか。 

【事務局】 居場所づくり事業は、障がいのある方を対象とし、文化やスポーツなどの余

暇活動の場を月１回程度提供する事業に対する助成となっており、今年度は３団体が

助成を受けています。 

【石黒委員】 重度障がい者の方は、居場所の事業には参加できず、排除されているとい

うことですか。 

【事務局】 いいえ、内容によっては参加できないものもあるかもしれませんが、排除さ

れているということはないと思います。 

【鈴木委員】 確かに、スローライフさんのイベントを見ると参加できるものとできない

ものがあると思います。 

【田代委員】 日中の活動の場については、利用する側が利用したいサービスを提供する



事業所が、重度障がいの方について、特に少ないという結果になっているということ

だと思います。こういったニーズや日中活動部会の調査結果などは、市内の事業所に

伝えており、事業所の数は増えていますが、やはり、重度障がいの方の通う場が少な

いという結果になっています。 

【田中委員】 重度重複障がいの方の場合は、施設における医療的ケアの実施が必要にな

ります。これをクリアできないと、親御さんは安心して預けることができないと思い

ます。事業所だけではなかなか解決できないので行政の支援が必要だと思います。 

【木全会長】 たん吸引など医療的ケアができる看護師などが常駐する日中活動の場がな

いということですね。 

岡崎市では、小児科の開業医が生活介護の事業所を開設することとなりました。た

だ、単独では事業運営が困難なので、岡崎市が一部を補助することとなっています。

やはり、医師の力が必要だと思います。 

＜議題３ その他＞ 

【事務局】  資料３に基づいて説明 

【木全会長】 どの時期に何を行うか、来年度のスケジュールはどうなりますか。 

【事務局】  スケジュールについては、来年度第１回の協議会で提出させていただく予

定ですが、アンケートは10月を目途に実施する予定です。 

【久納委員】 平成25年度から難病患者の方が障がい者に含まれることとなりましたが、

アンケートの対象になりますか。また、自立支援協議会についても、難病患者の方を

対象として議論をする予定はありますか。難病患者の方については個々の特殊性もあ

るので、その辺をどうしていくか。春日井市内には難病患者の方の団体はありますか。 

【事務局】 難病患者の団体については把握しておりませんが、難病患者の方についても

アンケートの対象とします。自立支援協議会に地域の課題として、難病患者の課題が

上げられれば協議をしていくこととなります。 

【久納委員】 保健所では難病の方たちの家族教室を年６回ほど開催しており、繋がりは

少しあります。 

【木全会長】 そういったところから、自立支援協議会に参加できるような方と繋がって

いけるとよいですね。 

【田中委員】 私はヘルパーをしているのですが、難病の方のお世話をしていたのですが

そういった教室に参加しているような形跡はありませんでした。必要な支援が必要な



方に行き届くよう、もっと制度が浸透していくような工夫が必要だと思います。 

【木全会長】 最初にありました障がい者医療費助成についてですが、事務局でなにかあ

りますか。 

【事務局】 いまのところ、医療費助成について愛知県が自己負担の導入を検討している

という情報しかありません。 

【西澤委員】 家族会で医療費がどれくらいかかっているかアンケートを取りました。そ

の結果、年平均４～６万円となっています。親世代も年金暮らしとなっており、負担

が厳しいことから、市にも善処をお願いしたいと思います。 

【木全先生】 議題は終わりましたが、事務局いかがですか。 

【事務局】 地域自立支援協議会と施策推進協議会の役割分担について、説明をさせてい

ただきます。地域自立支援協議会については、地域の課題を吸い上げ、提案を施策推

進協議会に上げていただき、施策推進協議会は施策について丁寧に議論をしていくと

いうことになります。また、計画策定には地域自立支援協議会の意見を聞くこととな

っていますので、両者が今まで以上に密接に連携していく必要があると思います。 

障がい福祉計画につきましては、見込量が目標値に変わるということで、目標が達

成できたかを評価する必要が生じます。目標設定は大変な作業となり、アンケートの

情報からだけでは、設定が困難だと思います。そういった意味でも自立支援協議会の

役割は大きいと考えております。 

【木全先生】 役割分担については、我々委員が自覚をしなければならないと思います。 

【事務局】 また、平成25年度から、新たな相談支援事業所として、社会福祉協議会に「し

ゃきょう」を設置することになりました。これは将来の基幹相談支援センターを見据

えてのものになります。 

【鈴木委員】 相談員に当事者を入れる計画はありますか。 

【事務局】  障がい者生活支援センターには、当事者の方は現在のところおりません。 

【木全会長】 基幹相談支援センター化する場合に、国の要綱には、ピアカウンセリング

についても記述がありますので今後の参考にしてください。 

  それでは、これで終了させていただきます。ありがとうございました。 

【事務局】  長時間にわたり貴重な御意見をいただきありがとうございました。 

 

 



上記のとおり、平成24年度第２回春日井市障がい者施策推進協議会の議事の経過及びそ

の結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及びあらかじめ指名する委員１名が

署名する。 

 

  平成25年３月29日 

 

                    会 長  木 全 和 巳  

 

                    署名人  大 村 義 一    

 


